
【自動車リサイクル法】

【引取業】登録（更新）申請提出書類一覧

名　　　　　称 備　　　　　考 確認

次のうちのいずれか

※提出部数　３部（１部原本、その他写し）

※手数料　・新規　４，０００円　　・更新　　３，０００円

※申請書、誓約書には必ず申請年月日を記入してください。

※住民票や法人の履歴事項全部証明書等の公的機関から発行された証明書にあっては、届出日前３ヶ月

　以内に発行されたものとすること。

本籍地が記載された住民票

履歴事項全部証明書

・エアコンディショナーの構造に関して十分な知見
を有する者が確認できることを示す書類
（自動車整備士や中古自動車査定士等の資格証等の
写し等、業界団体等が行う講習の受講修了証の写し
等）

使用済自動車に搭載されているエアコン
ディショナーに冷媒としてフロン類が含
まれているかどうかを確認する体制を説
明する書類

誓約書

・確認方法を記載した書類

（業者名　　　　　　　　　）

引取業者登録（更新）申請書
（様式第一）

申請者、法定代理人が個人の場合
（外国人は住民基本台帳に規定する国籍等の記載のあるもの
に限る。）

申請者、法定代理人が法人の場合

（新規・更新）


